
 

ワイヤレス人材育成のための 

アマチュア無線アドバイザリーボード（第５回） 

令和 4 年 5 月 23 日（月）13:00～15:00 

場所：WEB 会議 

 

議事次第 

 

１． 開会 

 

２． 議事 

（１） 実験・研究にチャレンジしやすくする（楽しんで続けてもら

う）について 

 

３． 閉会 



制度の現状等について
（実験・研究にチャレンジしやすくする（楽しんで続けてもらう）関係）

資料１

令和4年5月23日
総務省総合通信基盤局電波部



１．電波利用の要規律性 1

「電波の混信が自他の生命・身体・安全への侵害や財産等への損害」をもたらす可能性
（＝電波監理の必要性）

 「電波は光と同じ法則によって空間を伝搬するが、その伝搬は、定速度性、直進性、拡散性を持ち、（中略）通信
用、測位用、放送用、船舶や航空機の航行用をはじめとし、政治、経済、交通、文化、教育、産業、個人生活等あ
らゆる面で利用されている。」

 「電波は所定の幅を持って共通の空間を伝搬するので、受信側において搬送される内容を正しく識別する必要があ
ることを考えれば、利用可能な電波の数には限度がある。従って電波の利用にあたっては、相互の混信を防ぎ、ま
た利用の目的がよく達せられるために、高度の技術性と利用方法の統一性、一定性が要求される。すなわち、電波
は本質的に要規律性を持つといわれる所以である。」

今泉至明著『電波法要説』1-2頁（一社情報通信振興会、平14）

電波利用の要規律性

無線従事者制度

無線局免許制度

無線局検査

技術基準適合証明等無線設備（技術基準） 無線局の運用

等監督

 電波は有限希少な国民共有の財産であり、電波の公平かつ能率的な利用が必要。
 電波は相互に干渉するため、場所、時間、周波数との関係で有限希少。

 我が国は国土が狭く人口が稠密なため、電波も稠密かつ効率的に利用することが必要。
 電波は利用目的以外の場所にも到達することがあるため、混信防止が必要。

電波の利用について 〔第１回総務省資料（再掲）〕

電波監視



２．電波法の目的と免許制度① 2

 電波法 第１条（目的）
「この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする。」
 「これは、電波法の目的を明らかにしているものである。したがって、法律全体の解釈、運用の指導理念を表しているものといえる。」

 「利用しようとする者の地位や、法人団体の性格、規模等で差別しないということや、あるいは、早い者勝ちというような単なる先着順
で決めないというようなことがこれに該当するだろう。すなわち、利用の目的がどの程度公共の福祉に適合しているか、また、その無線
局開設の必要性がどの程度のものであるかによって、利用者が決められる。」

 「有限な電波が不要不急のものに使われたり、能率の悪い使い方にならぬよう配慮することである。（中略）最終的には、確実に、かつ、
効果的に無線局の開設の目的が達成されることを法は期待している。

今泉至明著『電波法要説』17頁（一社情報通信振興会、平14）

電波法の目的

電波の公平な利用とは

電波の能率的な利用とは

 電波は有限稀少な資源であり、電波法は、そのような性質を持つ電波の公平且つ能率的な利用を確保することによって公共の福祉を増
進することを目的しており、その達成のため免許制度（電波の利用を一般的に禁止しておき、一定の要件に適合した者に対してその禁
止を解除。）を採用。

 無線局を開設・運用するためには、原則として、無線局免許及び無線従事者免許が必要。
 無線局を免許するに当たっては、当該無線局が発射する電波によって重要無線通信など他の無線局に妨害を与え国民の生命・財産に被

害を与えないように、
① 工事設計が電波法令に定める技術基準に適合していること
② 周波数の割当てが可能であること
③ 総務省令で定める無線局の開設の根本的基準に合致すること

等のいずれにも適合すること、また、
○ 無線設備等が電波法の要件に合致することを検査等により確認することが必要。

〔第１回総務省資料（再掲）〕電波法の免許制度について

●免許を要しない無線局※ ※受信のみを目的とするものを含まない。
・市民ラジオ（27ＭＨｚ帯のトランシーバー）、・微弱無線局（発射する電波が著しく微弱なもの）、
・コードレス電話、ＰＨＳ、特定小電力無線局など、・登録局（注） （注）無線局の登録手続きが必要です。



２．電波法の目的と免許制度② 3

 無線局を開設しようとする者が予備免許を受けた後、無線局の工事が落成したときにその旨を総務大臣に届け出て、無線設備等が予備
免許された内容及び法令に定める事項に適合しているか否かについて確認するために実施するもの。この検査に合格したときは、免許
が付与され、不適合のものがあるときは免許は拒否されることになる。（電波法第10条、第12条）

無線局の検査（落成検査）

 総務大臣の登録を受けた者（登録点検事業者等及び登録外国点検事業者）が、無線設備等の点検（測定器を使用して無線設備の電気的
特性等の確認を行うこと）を行い、免許人から当該点検の結果を記載した書類の提出があったときは、検査の一部を省略することがで
きる。無線局の落成検査、変更検査において広く活用されている。

 登録の要件（点検の事業）
 電波法別表第一に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者（点検員）が無線設備等の点検を行うものであること。

 較正等を受けた測定器等を使用して無線設備の点検を行うこと。
 業務の実施の方法が定められていること。（業務実施方法書）

登録検査等事業者制度（点検の事業）

別表第一（第二十四条の二関係）
一 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第四級海上無
線通信士、航空無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士、陸上特殊無線技士又は第一級アマチュア無線技士（※）の資
格を有すること。 （※）海岸局、航空局、船舶局及び航空機局は不可。

二～四 （略）

※登録検査等事業者制度のうち点検の事業についての説明



３－１．アマチュア無線局の開設・運用までの流れ 4

 混信・妨害等を防ぎ、電波の有効利用を図るため、アマチュア無線局を開設・運用するためには、
無線従事者免許及び無線局免許が必要（電波法第４条、第39条の13）。 無線局 ：無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体

無線従事者：無線設備の操作又はその監督を行う者

免
許
の
申
請

免
許
申
請
受
理

申
請
の
審
査

免

許 落
成
検
査

免
許
の
申
請

免
許
申
請
受
理

申
請
の
審
査

予
備
免
許

免

許

無
線
局
の
運
用

※申請時に無線従事者
免許証の番号が必要
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修了

無線局免許手続 有効期間：５年以内

無線従事者免許手続 有効期間：永久

無線局を良好に運用するためには無線設備の操作に関する専門的知識と技能が必要であり、混信を予防して電波の有効利用を図り、遭難及び
安全に関する無線通信を確実に実施し人命と財産の安全の確保をするため、無線設備を操作する者に対し一定の知識と技能を要求する「資格
主義」を採用。

【無線従事者制度の意義】

電波は有限希少な資源であり、その利用を各人の自由に委ねると混信により円滑な通信の疎通ができなくなる等の弊害が生ずるため、「電波の公
平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進する（電波法の目的）」という観点から、電波の利用を一般的に禁止しておき、
一定の要件に適合した者に対してその禁止を解除する「免許制度」を採用。

【無線局免許制度の意義】

〔簡易な免許手続〕
技術基準適合証明等、アマチュア無線
局の無線設備の保証を受けた無線局に
ついては、落成検査等の省略が可能

（参考）入門資格（第4級アマチュア無線技士）
国家試験： 1時間（無線工学12問、法規12問）
養成課程：10時間以上（無線工学4時間以上、法規6時間以上）※２日間）

①工事設計が第三章に定める技術基準に適合すること。
②周波数の割当てが可能であること。
③総務省令で定める無線局（基幹放送局を除く。）の開設の根本的基準に合致すること。

審
査

無線設備等が電波法の要
件に合致することを確認。

標準処理期間：無線従事者免許１ヶ月＋無線局免許(簡易な免許手続)１ヶ月

〔第３回総務省資料（再掲）〕



３－２ ①．技術基準適合証明等制度について 5

• 技術基準適合証明等制度は、混信・妨害等の影響を与える度合いが比較的低い無線設備（総務省令に定める特定無線設備）
について、無線局に設置する前の段階（工場製造段階または流通段階）で、総務大臣が登録した証明機関が「無線設備」
が我が国の技術基準を満たしているかどうか審査、証明することで、無線局免許手続の簡略化（電波法第15条）や、免
許不要での利用（電波法第４条）を可能とする制度。近年は免許不要局等の拡大により、我が国の市場で流通する一般
利用者向けの無線機器について、我が国の技術基準への適合性や安全性等を担保する役割が大きくなっている。

• アマチュア無線局においては、技術基準適合証明等を受けた無線設備は、無線局免許手続の簡略化がなされ、落成
検査等が省略される。※アマチュア無線局の「技術基準適合証明等を受けた無線設備」は、無線従事者が操作する必要がある。
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（携帯電話端末等）

技術基準適合証明等を受けた無線局については
落成検査等の省略が可能

（携帯電話基地局、トランシーバー等）

技術基準適合証明等を取得した無線設備(特定無線設備)に付与される効果

（無線LAN、Bluetooth等）

アマチュア無線局に係る特定無線設備
○特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則
（特定無線設備等）
第二条 法第三十八条の二の二第一項の特定無線設備は、次のとおりと
する。
十二 アマチュア局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力
が五〇ワット以下（五四MHz以下の周波数の電波を使用するものにつ
いては、二〇〇ワット以下）のもの

免許不要局

包括免許制度

技術基準適合証明等制度

※無線局免許は、無線設備＋無線設備の操作を行う者に対して付与。

簡易な免許手続

• 無線設備の我が国の技術基準への適合性や安
全性等を担保

• 無線局免許、監督事務の簡素化及び電波利用
者、電気通信事業者、無線設備メーカ等の負
担軽減

• 利用者の利便の向上

無線局免許手続

• 移動通信用等の比較的小規模な無線設備の普
及・発達

効 果

背 景

携帯電話端末等、無線LANのように、混信防止機能等は要
件になっていない。

〔第３回総務省資料に補足追加〕



6

Ｒ XXX-YYYYYY

R マーク （電波法への適合性）： Rを□で囲む
条件：識別可能であること

（大きさの規定は撤廃）

（例）１２３ XX X ００００００１

無線設備
の種別

登録証明機関の区別 ５文字以内の
英字（任意）

10桁以下のア
ラビア数字

（１）技術基準適合証明

（例）００１ ー ０００００１

登録証明
機関の区別

６文字のアラビア数字若しくは英
字又はこれらの組み合わせ

（２）工事設計認証

認証番号の付番ルール:

※技適マーク：技術基準適合証明等をした旨の表示

認証番号は、原則として１工事設計に対して１つ付与するもの。
（技術基準適合証明を受けた場合は、１台に対して１つ）

認証番号をもとに、当該無線設備がどのような範囲で認証を取得し
ているか、利用者・消費者が確認できる。
この認証番号は、アマチュア免許の際に申請書に記載することとされ
ており、認証誤りや製造段階での工事設計合致義務違反により、
技術基準不適合機器であった場合など、対象を把握するためにも、
必要な情報となっている。

なお、一例として、アマチュア免許の対象となるドローンについて、実
装と異なる認証がなされ、免許付与の段階で問題が発生した例も
ある。

３－２ ②．技適マークと認証番号 〔第４回総務省資料に補足追加〕

認証番号を把握することで、
迅速な電波利用環境確保に繋がる。



４－１．周波数の国際分配と国内分配

周波数の国際分配

「無線通信規則」

周波数の国内分配

「周波数割当計画」

国際電気通信連合（ITU）憲章で定める無線通信規則（RR）により、世界を３つの地域に分け、

周波数帯毎に業務の種別や出力制限値等を規定。

第一地域 欧州・アフリカ
第二地域 北米・南米
第三地域 アジア・オセアニア

国際分配をもとに、各国は独自に周波数の国内分配を決定。
日本でも、電波法第２６条第１項に基づき、免許の申請等に資するため、割当可能な周波数、業務

の種別、目的、条件等を「周波数割当計画」として規定。
（本規程の制定及び改正に当たっては、電波監理審議会に諮問。）

日本での周波数利用
周波数割当計画（一部抜粋）

各国は、国際分配に基づき、国
土の大きさや無線設備利用の過密
度、既存無線局の利用状況の事情
を考慮し国内分配を決定

国内分配に基づき、既存無線設備と
の混信を引き起こさず、かつ効率的な
周波数利用が可能となるよう、技術基
準を策定し、新たなシステムの導入を
決定

【二次業務（下線部）の無線局】
 周波数が既に割り当てられ、又は後日割り当て
られる一次業務の無線局に有害な混信を生じさ
せてはならない。

 周波数が既に割り当てられ、又は後日割り当て
られる一次業務の無線局からの有害な混信に対
して保護を要求してはならない。
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• 各国の無線局の間の有害な混信を避けるため、国際電気通信連合（ITU）憲章に規定する無線通信規
則（RR）において、周波数の国際分配を定めている。

• 総務大臣は、国際分配等を踏まえ、日本における国内分配として「周波数割当計画」を定め、周波数
の割当てを行っている。



４－２①．アマチュア業務の周波数帯域（バンド）の周波数共用状況等

1606.5

1907.5
1912.5

405

526.5

1632

1800
1825

2000
中波放送（AMラジオ）

船舶無線電信 ・
NAVTEX

0 3000
[kHz]

135.7
137.8

472
479

1875

漁業用ラジオブイ
船舶通信

① 136.75kHz帯
2次業務 291局（0.07%)

③ 1,910kHz帯
１次/２次業務 99,630局（26.11%)

② 475.5kHz帯
２次業務 291局（0.02%)

短波
放送

各種用途
（公共業務等）

3400

3900

6765

7000

7200

7450

11175

3000

12000
[kHz]

10005

10150

ワイヤレス電力伝送システム
（6765-6795)(3500-3575/(3575-3580)/3599-3612/(3662-3680)

3680-3687/3702-3716/3745-3770/3791-3805)

④ 3,537.5kHz帯
１次/２次業務

183,978局（48.22%)

⑤ 3,798kHz帯
１次業務

177,459局（46.51%)

⑥ 7,100kHz帯
１次業務

185,661局（48.66%)

⑦ 10,125kHz帯
１次業務

55,381局（14.51%)

10100

：アマチュア周波数の二倍波のシステム：アマチュアの隣接システム：アマチュア

各種用途（放送用等）

②の２倍波

各種用途（航空等） 各種用途（公共業務等） 航空通信
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 アマチュア業務の周波数は、占有的に使用している帯域もあれば、他システムと共用している帯域も
ある。

 アマチュア業務が他システムと共用する場合は、他の無線局が優先される二次業務となっている場合
がある。

 アマチュア業務が干渉を与える恐れがあるシステムとして、同一周波数帯及び隣接周波数帯を使用す
るシステムのほか、整数倍の周波数（例：２倍波）を使用するシステムがある。

（）内はアマチュア無線局数全体に対する当該周波数帯の使用割合



各種用途
（公共業務等）

短波
放送

各種用途
（公共業務等）

各種用途
（公共業務等）

18068

14350

13870
14000

15010

18030

18168

18780

19800
21000
[kHz]

12000

⑧ 14,175kHz帯
58,385局（15.3%)

１次業務

⑨ 18,118kHz帯
93,674局（24.55%)

１次業務

各種用途
（公共業務等）

短波
放送

漁業用無線

21450

24990
25070

21850

22855

24890

26175

27500

28000

29700

30000
[kHz]

21000 21000

⑩ 21,225kHz帯
186,292局（48.82%)

１次業務

⑪ 24,940kHz帯
150,157局（39.35%)

１次業務

⑫ 28,85kHz帯
192,985局（50.58%)

１次業務

公共業務（移動）・
小型船舶通信 放送

公共業務（移動）・
魚群探知テレメータ・

ラジオブイ
防災・ガス・放送事業等

40 9541 50 54 68 108

30

117.975
[MHz]⑬ 52MHz帯

199,547局（52.30%)
１次業務

⑦の２倍波

⑨の２倍波 ⑬の２倍波

各種用途（公共業務等） 各種用途（公共用途等）

船舶通信
各種用途（公共用途等）

：アマチュア周波数の二倍波のシステム：アマチュアの隣接システム：アマチュア

４－２②．アマチュア無線局の周波数帯（バンド）の周波数共用状況等 9



150.05

146

148

144

鉄道
公共業務

等
鉄道、公共業務等

154.45
154.61

156

222
[MHz]

人・動物検知通報システム
（特定小電力）

142

⑭ 145MHz帯
353,784局（92.72%)

１次業務

117.975

275

322

公共業務・航空管制通信

222

335.4
[MHz]433.67

434.17

420

440

430

特定小電力

国際輸送用データ伝送用
アクティブタグシステム

470
[MHz]

335.4

無線電話
テレメ・テレコン、データ伝送、医療用等

⑮ 435MHz帯
352,095局（92.28%)

１次業務

⑭ の２倍波

：アマチュア周波数の二倍波のシステム：アマチュアの隣接システム：アマチュア

４－２③．アマチュア無線局の周波数帯（バンド）の周波数共用状況等 10

MCA 携帯電話

850

860

960
[MHz]

806 890

⑮ の２倍波



各種レーダー

準天頂衛星

地球探査衛星↓

1400

1300

1215

1260

960

1710
[MHz]

移動

特定小
電力

放送事業

1240

⑯ 1,280MHz帯
84,279局（22.09%)

2次業務

移動
衛星↓

産業科学医療用（ISM）

無線LAN等

2545

2450

2497

2400

2500

2300

3400
[MHz]

2370

2535

広帯域移動無線
アクセスシステム

公共業務
（固定・移動）

⑰ 2,425MHz帯
6,023局（1.58%)

2次業務

⑯ の２倍波

：アマチュア周波数の二倍波のシステム：アマチュアの隣接システム：アマチュア

航空システム

各種レーダー

電通業務（固定衛星↑）

産業科学
医療用
（ISM）

DSRC

4800
4900

5000

5150

5350

5850
5925

5730

5770

5850 5875

6485

5650

6570
[MHz]

3400

放送事業
（固定・移動）

ロボット用
無線

5755
5650

5030

4600

ローカル
５G

無線LAN

⑱ 5,750MHz帯
6,292局（1.65%)

2次業務

⑰の２倍波

４－２④．アマチュア無線局の周波数帯（バンド）の周波数共用状況等 11



10.55
10.5

10.25

10.45

10.7 11.7

放送事業
（固定・移動） 電通業務（固定・移動）

各種
レーダー

各種レーダー

電通業務等
（固定衛星↓）

電波
天文

各種
レーダー

18.72

17.7

19.22

19.7

23.6
24.0

24.05

24.75

電波
天文

電波天文

31.8
31.3

33.4

39.5
41.0

42.0
42.5

45.3
47.0

47.2

51.2

66.0

116

76.0

78.0
77.5

164

185

134

158.5

182

136

275

200

250
248

167

自動車レーダー
（特定小電力）

15.25
[GHz]

31
[GHz]

3000
[GHz]

10

15.25

31

71.0

86.0

81.0

放送
事業

（移動）

50.2

51.4

231.5

17.8

130

94.1
9
４

.0

79

48.94
49.04

電波
天文

電波
天文

241

21.2

電通・公共業務
（固定衛星↓）

⑲ 10.125GHz帯
1,492局（0.39%)

2次業務

10.

⑳ 10.475GHz帯
1,128局（0.30%)

1次業務

㉑ 24.025GHz帯
830局（0.22%)

1次業務

㉒ 47.1GHz帯
551局（0.14%)

1次業務

㉓ 77.75GHz帯
237局（0.14%)

1次業務

㉔ 135GHz帯
167局（0.04%)

1次業務

㉕ 249GHz帯
20局（0.01%)

1次業務

⑱の２倍波

⑲⑳の２倍波

㉒ の２倍波

：アマチュア周波数の二倍波のシステム：アマチュアの隣接システム：アマチュア

４－２⑤．アマチュア無線局の周波数帯（バンド）の周波数共用状況等 12



 アマチュア無線の活用はＩoＴや無線技術の知見の習得、国際コミュニケーション能力の
向上を図る有効な手段となり得ることから、将来の技術研究、開発に携わるワイヤレス人
材やデジタル人材の育成等につながる重要な取組と考えられる。

 アマチュア無線人口は減少傾向であり、今後も、様々な取組を通じて、アマチュア無線の
振興やアマチュア無線をより活用しやすい環境を整えていく必要がある。

５．ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線活用のポイント

 電波は有限希少な国民共有の財産であり、電波の公平かつ能率的な利用が必要である。
我が国は国土が狭く人口が稠密なため、電波も稠密かつ効率的に利用することが必要であ
る。社会・経済のデジタル変革によりSociety5.0の具現化の進展が想定されるところ、今後、
様々なＩoＴ無線機器が増えるなど、電波の利用は、飛躍的に拡大すると見込まれている。

 このような状況の中、すべての電波利用者に関わる課題等として、以下のような状況も踏
まえて検討する必要がある。
 適格な者により無線設備が技術基準に合致すること等を確認しない場合、携帯電話・スマート

フォン、ドローンや自動運転車などを始め、航空関係、医療機関、工場や工事現場等の国民の生
命や生活に関わる無線局に有害な混信等を与え、社会的に影響を生じる可能性がある。

 アマチュア無線局のように比較的大電力の無線局※は、放送の受信や重要無線通信など、他の無線
局に有害な混信等を与えやすく、社会的に影響を生じる可能性がある。（免許等を受けている無
線局だけでも、その99％が空中線電力1W以下となっている。）
※空中線電力10Wを超える無線局（特定無線局除く）の71%がアマチュア無線局である。

基本的な考え方

今後の検討に当たって

〔第１回総務省資料（再掲）〕 13



６．アマチュア無線従事者資格の相互承認について①

 外国において我が国のアマチュア無線従事者資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことが
できる無線設備の操作の範囲及び操作を行おうとする場合の条件については、平成５年６月16日郵政
省告示第326号において詳細が定められている。

 他方で、上記前提から、外国において我が国のアマチュア無線従事者資格に相当する資格を有する者
が、国内でアマチュア無線局を開設・運用しようとする場合は、無線局の免許を受けなければならな
い点は同様である。

１ 我が国と相互承認を合意している国等

アメリカ、カナダ、ドイツ、フランス、オーストラリア、韓国、フィンランド、アイルランド、
ペルー、ニュージーランド、インドネシア、CEPT（欧州郵便電気通信主管庁会議）※１，２

日本国内でアマチュア無線局を開設・運用しようとする者は、アマチュア無線従事者資格を取得すると
ともに、無線局の免許を受けなければならない。

電波法上の前提

上記前提に立った上で、相互主義の観点から、アマチュア無線従事者資格の相互承認を我が国と合意している
国が付与している資格については、我が国の資格に相当するものとして、アマチュア局の操作を認めている。

※１ CEPT加盟の相互承認対象国：アルバニア、オーストリア、ベルギー、ベラルーシ、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、

フェロー諸島、グリーンランド、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、

ルクセンブルク、北マケドニア、マルタ、モルドバ、モナコ、モンテネグロ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア連邦、

セルビア、スロバキア共和国、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、ウクライナ、イギリス

（なお、昨今の国際情勢から、ベラルーシ及びロシア連邦については、CEPTのメンバーシップが停止されている。）

※２ 我が国と相互承認に関する取決めを交わしているのは、３箇月を超える中長期滞在者に関してアマチュア無線技士資格を有する者が自国以外の

CEPT加盟国においてアマチュア無線局を開設・運用する際の相互承認を規定するCEPT勧告T/R 61-02についてであり、３箇月以内の短期滞在につ

いて定めるCEPT勧告T/R 61-01は対象外である。

14



６．アマチュア無線従事者資格の相互承認について②

２ 相互承認の例（アメリカの場合）

※ モールス電信の試験に合格したことを示す証明書を所持する者又は1991年２月14日以前に発給されたTechnician classの免許証を所持する者にあっては、

第三級アマチュア無線技士に相当する資格を有するものとし第三級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作を行える。

アメリカの相当する資格 日本のアマチュア無線従事者資格 アメリカの相当する資格で操作
できる範囲

Amateur extra 第一級アマチュア無線技士 第一級アマチュア無線技士の操作
の範囲に属する操作

Advanced 第二級アマチュア無線技士 第二級アマチュア無線技士の操作
の範囲に属する操作

General

Conditional

Technician ※ 第四級アマチュア無線技士 第四級アマチュア無線技士の操作
の範囲に属する操作

Novice 第三級アマチュア無線技士 第三級アマチュア無線技士の操作
の範囲に属する操作（周波数帯や
電波の型式に一部制限あり）

15



６．アマチュア無線従事者資格の相互承認について③

参照条文

○電波法（昭和25年法律第131号）
（アマチュア無線局の無線設備の操作）

第39条の13 アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはなら

ない。ただし、外国において同条第１項第５号に掲げる資格に相当する資格として総務省令で定めるものを有する者

が総務省令で定めるところによりアマチュア無線局の無線設備の操作を行うとき、その他総務省令で定める場合は、

この限りでない。

（無線従事者の資格）

第40条 無線従事者の資格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。

一～四 （略）

五 無線従事者（アマチュア） 次の資格

イ 第一級アマチュア無線技士

ロ 第二級アマチュア無線技士

ハ 第三級アマチュア無線技士

ニ 第四級アマチュア無線技士

２ （略）

○電波法施行規則（昭和25年電波監理委員会規則第14号）
（アマチュア局の無線設備の操作の特例）

第34条の８ 法第39条の13ただし書の総務省令で定める資格は、外国政府（その国内において法第40条第１項に規定す

る資格を有する者に対しアマチュア局に相当する無線局の無線設備の操作を認めるものに限る。）が付与する資格で

あって総務大臣が別に告示する資格とする。

第34条の９ 前条に定める資格を有する者がアマチュア局の無線設備の操作を行うときは、総務大臣が別に告示すると

ころにより行わなければならない。
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 アマチュア無線の電波を使って、世界各国のアマチュア無線局と交信するコンテスト
（電信部門・電話部門）。交信局数が多く高得点をあげた者に表彰状を贈呈。

また、両部門の各大陸別（アジア、ヨーロッパ、オセアニア、北アメリカ、南アメリカ、
アフリカの6大陸）の最も高得点をあげた者に対して総務大臣賞を贈呈。

 アマチュア無線に関する機器などを自作して、そのアマチュアや技術を競う。その活動を奨励し、アマチュア無線の技術の向上に役立てる。

各部門の最も優秀な作品を作成した方に総務大臣賞を授与。

（総務大臣賞を授与するには至らないと判断された場合には、授与を見合わせる）
（小・中学生はアマチュア無線に関する機器に限らず「電子工作機器」全般）

(1)規定部門
2021年のテーマ：「ＣＷを楽しむアイディアグッズ」

(2)自由部門
１．一般応募：「アマチュア無線に関する機器など」
２．小・中学生：「電子工作機器」

・審査員 ハムフェア実行委員長、委員：各１名、JAIA技術委員長、
応募作品における専門的知識を有する方：若干名

〔参考資料〕アマチュア無線関係の総務大臣表彰について

ALL ASIAN DXコンテスト

ハムフェア・自作品コンテスト

 世界または国内の１万局のアマチュア無線局と交信し、その相手局から交信証（ＱＳＬカード）を受領した国内外の
アマチュア無線家に対してその交信局数を認定するとともに、その者に対して総務大臣賞を授与。

受賞基準：※アワードとは、アマチュア無線で交信した地域や局数などの成果を証明したたえるもので、証明書や認定書とも言い換えられる。

(1)世界10,000局よみうりアワード
日本のアマチュア局またはSWL（受信者）に贈るもので、世界のアマチュア局と交（受）信し、10,000局
（QSLカード10,000枚）が規定を満たしたときに発行する。アワード達成者には副賞を贈呈。

(2)全日本10,000局よみうりアワード
日本および外国のアマチュア局またはSWL（受信者）に贈るもので、日本のアマチュア局と交（受）信し、10,000局
（QSLカード10,000枚）が規定を満たしたときに発行する。アワード達成者には副賞を贈呈する。

よみうりアワード※

ハムフェア2019自作品コンテスト
総務大臣賞（最優秀作品）

50MHz PWM 100W
AMトランシーバ

主催 ：一般社団法人日本アマチュア無線連盟（JARL）

主催 ：一般社団法人日本アマチュア無線連盟（JARL）

主催 ：株式会社読売新聞東京本社

総務大臣賞状
（電信部門）

2019年規定部門
「50MHz帯関連機器」

ハムフェア2018自作品コンテスト
奨励賞

430MHz低コスト移動用
ヤギアンテナ

2018年自由部門
（中学生の応募作品）

※読売新聞社の事業としては令和３年度で終了。後継として、一般社団法人日本アマチュア無線連盟（JARL）主催により、同様の事業を実施（大臣表彰の取組を検討中）。


	10_議事次第（第５回）20220523
	資料１　制度の現状等についてver2.1
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17

	参考資料　総務大臣表彰についてver3.0
	スライド番号 1


